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 諮問第１号　戸籍法に基づく事務に係る手数料の制定について
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諮問第１号　戸籍法に基づく事務に係る手数料の制定について 

 
１　制定の理由 

　　戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部改正に伴い新たに処理することとなる事務について、地

方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）に準じて手数料を制定しようとす

るものである。 

 

２　背景 

戸籍法の一部改正（令和元年法律第１７号による改正）により、戸籍謄本等の広域交付及び戸籍（除

籍）電子証明書提供用識別符号の発行事務や届書等情報内容証明書の交付の事務等が新設されることと

なった。 

 

３　諮問の額 

※　上記の事務において、スマートフォン等によりマイナポータルを通じて請求する場合及び窓口にて

同一事項の戸籍謄本等と同時に請求する場合、手数料は無料 

 

４　施行期日 

　　令和６年３月１日から施行する。 

 

５　その他 

　　新設された次の事務については、既存の事務と統合され、その手数料の額は改定しない。 

 
事務名 手数料の額（円）

 
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務 ４００

 
除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務 ７００

 
事務名 手数料の額（円）

 戸籍謄本等の広域交付事務 
※「戸籍謄本等の交付」に統合

４５０

 除籍謄本等の広域交付事務 
※「除籍謄本等の交付」に統合

７５０

 電子化された届書等情報内容証明書の交付事務 
※「届出・申請の受理証明書等の交付」に統合

３５０

 電子化された届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 
※「届書等の閲覧」に統合

３５０
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